
事業種別 箱根町

○職業相談

○職業紹介

○助成金

●管内ハローワークの紹介

●職業訓練校などの情報提供

主管課 観光課

連絡先 0460-85-7410

○起業創業支援

○助成金

●創業支援等事業計画に基づき、ワンストップ相談窓口の設置

●箱根町新規創業促進補助金

主管課 観光課

連絡先 0460-85-7410

○その他独自の取組

●勤労者生活資金貸付（貸付上限額：100万円、資期間：5年以内、利率：年利

2.0％以内、リフォーム費は1.40％以内、教育費は1.70％以内）

主管課 観光課

連絡先 0460-85-7410



事業種別 箱根町

○空き家バンク

【空き家バンク】

民間協力有

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560

○住宅取得補助

●若者世帯住宅取得補助(40歳未満の若者世帯または小学生未満の子どもがいる

世帯を対象)

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560

○住宅家賃補助
●民間賃貸住宅家賃補助（40歳未満の新婚世帯・転入世帯を対象）

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560

○住宅リフォーム補助

●空き家リフォーム補助（町空き家バンクを通じて賃貸または購入した空き家の

リフォーム補助）

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560



事業種別 箱根町

独自の育児関係支援（医療費助成等）①

●箱根町はこねっこ誕生祝金：第２子を出産した保護者に10万円、第３子以降

は20万円の祝い金を支給

●保育料・給食費の完全－償化

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）②

●一般不妊治療費助成：保険診療外の費用の1/2。５万円を上限

●不育症治療費助成：保険診療外の費用の1/2。30万円を上限

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）③

●妊婦健康診査費用補助（14回分の補助券を発行）

●妊婦歯科健康診査費用補助

●産婦健康診査費用補助：産後2週間と産後1か月の検査費用補助

●新生児聴覚検査費用補助：初回検査費用補助（上限10,000円）

●小児医療費補助：中学校卒業まで

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）④

●産後ケア事業：産後間もない母親への日常サポートや育児力向上のための助言

を行う専門家派遣料の補助

●こんにちは赤ちゃん訪問：助産師、保健師による産後や育児の相談

●利用者支援事業（基本型、母子保健型）

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑤

●ベビーバスの貸し出し

●プレママ・パパ教室

●赤ちゃんとママの教室（年12回）

●すこやか親子教室（年12回）

●歯科健診：2歳・2歳6か月・3歳・ハイリスク（健診時、必要な方にはフッ素

－料で塗布）

●子育て支援センター（１ヵ所）、子育てサロン（２ヵ所）設置。子育てアドバ

イザーの配置。

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑥

●こども宅食サービス事業：学校の長期期間中の平日に昼間就労等で保護者が不

在となる家庭に児童の見守りを兼ね、栄養管理されたお弁当をお届けします。

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑦

●子育てオンライン相談：新型コロナウイルス感染症の影響で役場窓口での相談

を控えている妊娠中の方とその家族、就学前の乳幼児をもつ保護者を対象にした

保健師や栄養士による子育て相談

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595



独自の育児関係支援（医療費助成等）⑧

●子育てスクール：子育て講座や親子で参加するイベントを開催します。

日程等詳しくは、ホームページ等でお知らせします。

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑨

●子育てシェアタウン推進事業：子育て中の保護者や、子育てに協力してくれる

方などが相互につながれたり、頼りあえたりできる子育て環境「子育てシェアタ

ウン」づくりを目指す事業を始めます。さまざまな交流イベントの開催や専用ア

プリの提供を予定しています。

主管課 子育て支援課

連絡先 0460－85－9595

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑩

●給食費一律－償化：

給食は各園・各学校の給食室で調理され、主食まで完全給食で提供しており、国

の－償化の対象外となっている幼児教育・保育施設を利用している０歳から就学

前の園児の給食費、また町内在住の児童・生徒の町立小中学校の給食費を一律－

償化しています。

主管課
子育て支援課

学校教育課

連絡先
0460－85－9595

0460－85－7600

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑪

●就学援助：

経済的な理由で就学困難な児童・生徒の保護者に小中学校の生活に必要な学用品

費、校外活動費、修学旅行費、新入学用品費などを援助する制度を設けていま

す。

主管課 学校教育課

連絡先 0460－85－7600

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑫

●実用英語技能検定（英検）料補助：

国際観光地として、おもてなしの心で外国人観光客を迎えることができるように

町内在住の小中学生の保護者に年度内に１回、受験料を全額補助しています。

主管課 学校教育課

連絡先 0460－85－7600

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑬

●箱根土曜塾：

町内在住の中学３年生を対象に高等学校入学試験に特化した公営塾を運営し、英

語・数学を中心に習熟度別に少人数でのグループ指導を行っています。

教材費：一人 月3,000円

主管課 学校教育課

連絡先 0460－85－7600

独自の育児関係支援（医療費助成等）⑭

●高等学校通学費補助：

町外の高等学校へ通学する生徒の通学費を補助しています。

（生徒の３か月定期代－保護者負担額18,000円）×４期

※高校生が２人以上いる場合は、２人目以降の保護者負担額は10,000円となり

ます

主管課 学校教育課

連絡先 0460－85－7600



事業種別 箱根町

○移住体験プログラム（お試し居住等）

●お試し居住（箱根トライアルステイ）を実施：移住希望者を対象とした移住体

験プログラム

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560

○移住促進イベント
●移住セミナーへの参加

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560

○その他独自の取組
Facebook「箱根に住もう」により情報発信

主管課 企画課

連絡先 0460－85－9560



事業種別 箱根町

○生活支援に係る施策①

●高齢者バス回数券等購入費助成制度（65歳以上の町民に対して、回数券の購

入金額の25％を補助）

主管課 福祉課

連絡先 0460-85-7790


